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保医発 0305 第６号

令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 長

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長 殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長

（公 印 省 略）

厚生労働省保険局歯科医療管理官

（公 印 省 略）

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」（令和６年厚生労働省告示

第 57 号）の告示に伴い、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」（令和６年厚生労働省告

示第 59 号）が告示され、令和６年６月１日より適用されることとなったところであるが、保険医療

機関及び保険薬局からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び

保険薬局並びに審査支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いた

い。

なお、従前の「特掲診療料の施設基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３

月４日保医発 0304 第３号）は、令和６年５月 31 日限り廃止する。

記

第１ 特掲診療料の施設基準等

１ 特掲診療料の施設基準等は、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」による改正後 

の特掲診療料の施設基準等（平成 20 年厚生労働省告示第 63 号）に定めるものの他、別添１の

とおりとすること。

２ 別添１に定める施設基準を歯科診療について適用する場合にあっては、必要に応じ、当該基
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ち少なくとも１種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。）減少し、その 

状態が４週間以上継続したことが過去一年間に１回以上あること。

(２)前年５月１日から当年４月 30 日までの重複投薬等の解消に係る実績をもって該当性を判

断し、当年６月１日から翌年５月 31 日まで適用する。ただし、前年５月１日から当年３月

末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日に属する月の翌月から、当年

５月末までの実績をもって該当性を判断する。

(３)(１)について、服用薬剤調整支援料１を算定していない場合においても、重複投薬等の

解消に係る提案及び実績について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、提案の記録

については、提案に係る文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存す

ることで差し支えない。

２ 届出に関する事項

服用薬剤調整支援料２のイに係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に 

地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はない。

第 102 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

１ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する施設基準

(１)麻薬及び向精神薬取締法第３条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を

行うことができること。

(２)医薬品医療機器等法第 39 条第１項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受け

ていること。

２ 届出に関する事項

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準に係る届出は、別添２の様式 89 を用いるこ 

と。

第 103 在宅中心静脈栄養法加算

１ 在宅中心静脈栄養法加算に関する施設基準

(１) 医薬品医療機器等法第 39 条第１項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受け

ている又は同法第 39 条の３第１項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っている

こと。

２ 届出に関する事項

在宅中心静脈栄養法加算の施設基準に係る届出は、別添２の様式 89 を用いること。

第 104 看護職員処遇改善評価料

１ 看護職員処遇改善評価料の施設基準

(１) 以下のいずれかに該当すること。

ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。

(イ) 「Ａ２０５」救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(ロ) 救急用の自動車(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)及び消防法施行令(昭和 36 年政令

第 37 号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動

車並びに道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)及び道路交通法施行令(昭和 35 年政令
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第 270 号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をい

う。)又は救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確

保に関する特別措置法(平成 19 年法律第 103 号)第２条に規定する救急医療用ヘリ

コプターをいう。)による搬送件数(以下「救急搬送実績」という。)が、年間で 200

件以上であること。

イ 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年７月６日医発第 692 号)に定める第３「救命

救急センター」、第４「高度救命救急センター」又は第５「小児救命救急センター」を設

置している保険医療機関であること。

(２) 救急搬送実績については、以下の取扱いとする。

ア救急搬送実績は、賃金の改善を実施する期間を含む年度(以下「賃金改善実施年度」とい

う。)の前々年度１年間における実績とすること。

イアにかかわらず、新規届出を行う保険医療機関については、新規届出を行った年度に限

り、賃金改善実施年度の前年度１年間における実績とすること。

ウ現に看護職員処遇改善評価料を算定している保険医療機関については、賃金改善実施年度

の前々年度１年間の救急搬送実績が(１)のアの(ロ)の基準を満たさない場合であって

も、賃金改善実施年度の前年度のうち連続する６か月間における救急搬送実績が 100 件

以上である場合は、同(ロ)の基準を満たすものとみなすこと。ただし、本文の規定を適

用した年度の翌年度においては、本文の規定は、適用しないこと。

(３) 当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関に勤務する看護職員等(保健師、助産師、

看護師及び准看護師(非常勤職員を含む。)をいう。以下同じ。)に対して、当該評価料の算

定額に相当する賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む。以下同じ。)の改

善を実施しなければならないこと。

この場合において、賃金の改善措置の対象者については、当該保険医療機関に勤務する看

護職員等に加え、当該保険医療機関の実情に応じて、当該保険医療機関に勤務する看護補助

者、理学療法士、作業療法士その他別表１に定めるコメディカルである職員(非常勤職員を

含む。)も加えることができること。

(４) (３)について、賃金の改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定

した上で行うとともに、特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを 

除く。)の水準を低下させてはならないこと。

また、賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実

施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合 

の賃金総額」との差分により判断すること。

(５) (３)について、安定的な賃金改善を確保する観点から、当該評価料による賃金改善の合

計額の３分の２以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」とい 

う。)の引上げ(以下「ベア等」という。)により改善を図ること。

ただし、令和６年度及び令和７年度に、翌年度以降のベア等の改善のために繰り越しを行

った場合においては、当該評価料の算定額から当該繰り越しを行った額を控除した額のうち 

３分の２以上をベア等により改善を図ることで足りるものとする。

(６) (５)について、原則として、賃金改善実施期間内に賃金の改善措置を行う必要があるこ

と。ただし、届出時点の計画を上回る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、
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当該計画に基づく収入の３分の２以上を賃金の改善措置を行っている場合に限り、当該差分 

については、翌年度の 12 月までに賃金の改善措置を行えばよいものとする。

(７) 当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関における看護職員等の数(保健師、助産

師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。以下同じ。)及び延べ入院患者数(入院基

本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料１を除く。)を算定し

ている患者の延べ人数をいう。以下同じ。)を用いて次の式により算出した数【Ａ】に基づ

き、別表２に従い該当する区分を届け出ること。

常勤の職員の常勤換算数は１とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない

職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」 

で除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が１を超える場合は、１)とする。

看護職員等の賃上げ必要額

(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000 円×1.165) 

【Ａ】＝

当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円

(８) (７)について、算出を行う月、その際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者

数」の対象となる期間、算出した【Ａ】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は

別表３のとおりとする。「看護職員等の数」は、別表３の対象となる３か月の期間の各月１

日時点における看護職員等の数の平均の数値を用いること。「延べ入院患者数」は別表３の

対象となる３か月の期間の１月あたりの延べ入院患者数の平均の数値を用いること。

また、別表３のとおり、毎年３、６、９、12 月に上記の算定式により新たに算出を行い、

区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月

(毎年４、７、10、１月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。新規届出時(区分

変更により新たな区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は、直近の別表

３の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。

ただし、前回届け出た時点と比較して、別表３の対象となる３か月の「看護職員等の数」、

「延べ入院患者数」及び【Ａ】のいずれの変化も１割以内である場合においては、区分の変 

更を行わないものとすること。

(９) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。

(10) 当該保険医療機関は、(３)の賃金の改善措置の対象者に対して、賃金改善を実施する方法

等について、２の届出に当たり作成する「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するととも

に、就業規則等の内容についても周知すること。また、当該対象者から当該評価料に係る賃

金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書

面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。

２ 届出に関する事項

(１)看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出及び１の(７)及び(８)に基づき、新規届出

時及び毎年３、６、９、12 月において算出した該当する区分に係る届出は、別添２の様 

式 93 を用いること。

(２) １の(７)に基づき算出した看護職員処遇改善評価料の見込額、賃金改善の見込額、賃金
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改善実施期間、賃金改善を行う賃金項目及び方法等について記載した「賃金改善計画書」を、 

別添２の様式 93 の２により新規届出時及び毎年４月に作成し、新規届出時及び毎年６月に

おいて、地方厚生(支)局長に届け出ること。

(３)毎年８月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績

報告書」を別添２の様式 93 の３により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。

(４)事業の継続を図るため、職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースア ッ

プ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに入院ベ

ースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、

当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出

書」を、別添２の様式 94 により作成し、届け出ること。

なお、年度を超えて看護職員等の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(２)

の「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があること。

(５)保険医療機関は、看護職員処遇改善評価料の算定に係る書類(「賃金改善計画書」等の記載

内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後３年間保管すること。

第 105 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

１ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準

(１)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。

(２)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下、この項において「対象職

員」という。)が勤務していること。対象職員は別表４に示す職員であり、専ら事務作業

(医師事務作業補助者、看護補助者等の医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を

除く。)を行うものは含まれない。

(３)当該評価料を算定する場合は、令和６年度及び令和７年度において対象職員の賃金(役員報

酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。

(４)(３)について、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそ

れに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。

ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による

収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、

賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和６年度及び令和７年度において翌年

度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和８年 12 月までに賃金の改善措置を行う

場合に限る。)についてはこの限りではない。いずれの場合においても、賃金の改善の対象

とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外 

の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。

また、賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実

施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合 

の賃金総額」との差分により判断すること。

(５) 令和６年度に対象職員の基本給等を令和５年度と比較して２分５厘以上引き上げ、令和７

年度に対象職員の基本給等を令和５年度と比較して４分５厘以上引き上げた場合については、

40 歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員の

賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができ
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別表１(看護職員処遇改善評価料において、看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の賃金の改 

善措置の対象とすることができるコメディカル)

ア 視能訓練士

イ 言語聴覚士

ウ 義肢装具士

エ 歯科衛生士

オ 歯科技工士

カ 診療放射線技師

キ 臨床検査技師

ク 臨床工学技士

ケ 管理栄養士

コ 栄養士

サ 精神保健福祉士

シ 社会福祉士

ス 介護福祉士

セ 保育士

ソ 救急救命士

タ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師

チ 柔道整復師

ツ 公認心理師

テ その他医療サービスを患者に直接提供している職種
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別表２

【Ａ】 看護職員処遇改善評価料の区分 点数

1.5 未満 看護職員処遇改善評価料１ １点

1.5 以上 2.5 未満 看護職員処遇改善評価料２ ２点

2.5 以上 3.5 未満 看護職員処遇改善評価料３ ３点

3.5 以上 4.5 未満 看護職員処遇改善評価料４ ４点

4.5 以上 5.5 未満 看護職員処遇改善評価料５ ５点

5.5 以上 6.5 未満 看護職員処遇改善評価料６ ６点

6.5 以上 7.5 未満 看護職員処遇改善評価料７ ７点

7.5 以上 8.5 未満 看護職員処遇改善評価料８ ８点

8.5 以上 9.5 未満 看護職員処遇改善評価料９ ９点

9.5 以上10.5 未満 看護職員処遇改善評価料 10 10 点

10.5 以上11.5 未満 看護職員処遇改善評価料 11 11 点

11.5 以上12.5 未満 看護職員処遇改善評価料 12 12 点

12.5 以上13.5 未満 看護職員処遇改善評価料 13 13 点

13.5 以上14.5 未満 看護職員処遇改善評価料 14 14 点

14.5 以上15.5 未満 看護職員処遇改善評価料 15 15 点

15.5 以上16.5 未満 看護職員処遇改善評価料 16 16 点

16.5 以上17.5 未満 看護職員処遇改善評価料 17 17 点

17.5 以上18.5 未満 看護職員処遇改善評価料 18 18 点

18.5 以上19.5 未満 看護職員処遇改善評価料 19 19 点

19.5 以上20.5 未満 看護職員処遇改善評価料 20 20 点

20.5 以上21.5 未満 看護職員処遇改善評価料 21 21 点

21.5 以上22.5 未満 看護職員処遇改善評価料 22 22 点

22.5 以上23.5 未満 看護職員処遇改善評価料 23 23 点

23.5 以上24.5 未満 看護職員処遇改善評価料 24 24 点

24.5 以上25.5 未満 看護職員処遇改善評価料 25 25 点

25.5 以上26.5 未満 看護職員処遇改善評価料 26 26 点

26.5 以上27.5 未満 看護職員処遇改善評価料 27 27 点

27.5 以上28.5 未満 看護職員処遇改善評価料 28 28 点

28.5 以上29.5 未満 看護職員処遇改善評価料 29 29 点

29.5 以上30.5 未満 看護職員処遇改善評価料 30 30 点

30.5 以上31.5 未満 看護職員処遇改善評価料 31 31 点

31.5 以上32.5 未満 看護職員処遇改善評価料 32 32 点

32.5 以上33.5 未満 看護職員処遇改善評価料 33 33 点

33.5 以上34.5 未満 看護職員処遇改善評価料 34 34 点

34.5 以上35.5 未満 看護職員処遇改善評価料 35 35 点

35.5 以上36.5 未満 看護職員処遇改善評価料 36 36 点

36.5 以上37.5 未満 看護職員処遇改善評価料 37 37 点

37.5 以上38.5 未満 看護職員処遇改善評価料 38 38 点
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38.5 以上39.5 未満 看護職員処遇改善評価料 39 39 点

39.5 以上40.5 未満 看護職員処遇改善評価料 40 40 点

40.5 以上41.5 未満 看護職員処遇改善評価料 41 41 点

41.5 以上42.5 未満 看護職員処遇改善評価料 42 42 点

42.5 以上43.5 未満 看護職員処遇改善評価料 43 43 点

43.5 以上44.5 未満 看護職員処遇改善評価料 44 44 点

44.5 以上45.5 未満 看護職員処遇改善評価料 45 45 点

45.5 以上46.5 未満 看護職員処遇改善評価料 46 46 点

46.5 以上47.5 未満 看護職員処遇改善評価料 47 47 点

47.5 以上48.5 未満 看護職員処遇改善評価料 48 48 点

48.5 以上49.5 未満 看護職員処遇改善評価料 49 49 点

49.5 以上50.5 未満 看護職員処遇改善評価料 50 50 点

50.5 以上51.5 未満 看護職員処遇改善評価料 51 51 点

51.5 以上52.5 未満 看護職員処遇改善評価料 52 52 点

52.5 以上53.5 未満 看護職員処遇改善評価料 53 53 点

53.5 以上54.5 未満 看護職員処遇改善評価料 54 54 点

54.5 以上55.5 未満 看護職員処遇改善評価料 55 55 点

55.5 以上56.5 未満 看護職員処遇改善評価料 56 56 点

56.5 以上57.5 未満 看護職員処遇改善評価料 57 57 点

57.5 以上58.5 未満 看護職員処遇改善評価料 58 58 点

58.5 以上59.5 未満 看護職員処遇改善評価料 59 59 点

59.5 以上60.5 未満 看護職員処遇改善評価料 60 60 点

60.5 以上61.5 未満 看護職員処遇改善評価料 61 61 点

61.5 以上62.5 未満 看護職員処遇改善評価料 62 62 点

62.5 以上63.5 未満 看護職員処遇改善評価料 63 63 点

63.5 以上64.5 未満 看護職員処遇改善評価料 64 64 点

64.5 以上65.5 未満 看護職員処遇改善評価料 65 65 点

65.5 以上66.5 未満 看護職員処遇改善評価料 66 66 点

66.5 以上67.5 未満 看護職員処遇改善評価料 67 67 点

67.5 以上68.5 未満 看護職員処遇改善評価料 68 68 点

68.5 以上69.5 未満 看護職員処遇改善評価料 69 69 点

69.5 以上70.5 未満 看護職員処遇改善評価料 70 70 点

70.5 以上71.5 未満 看護職員処遇改善評価料 71 71 点

71.5 以上72.5 未満 看護職員処遇改善評価料 72 72 点

72.5 以上73.5 未満 看護職員処遇改善評価料 73 73 点

73.5 以上74.5 未満 看護職員処遇改善評価料 74 74 点

74.5 以上75.5 未満 看護職員処遇改善評価料 75 75 点

75.5 以上76.5 未満 看護職員処遇改善評価料 76 76 点

76.5 以上77.5 未満 看護職員処遇改善評価料 77 77 点
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77.5 以上78.5 未満 看護職員処遇改善評価料 78 78 点

78.5 以上79.5 未満 看護職員処遇改善評価料 79 79 点

79.5 以上80.5 未満 看護職員処遇改善評価料 80 80 点

80.5 以上81.5 未満 看護職員処遇改善評価料 81 81 点

81.5 以上82.5 未満 看護職員処遇改善評価料 82 82 点

82.5 以上83.5 未満 看護職員処遇改善評価料 83 83 点

83.5 以上84.5 未満 看護職員処遇改善評価料 84 84 点

84.5 以上85.5 未満 看護職員処遇改善評価料 85 85 点

85.5 以上86.5 未満 看護職員処遇改善評価料 86 86 点

86.5 以上87.5 未満 看護職員処遇改善評価料 87 87 点

87.5 以上88.5 未満 看護職員処遇改善評価料 88 88 点

88.5 以上89.5 未満 看護職員処遇改善評価料 89 89 点

89.5 以上90.5 未満 看護職員処遇改善評価料 90 90 点

90.5 以上91.5 未満 看護職員処遇改善評価料 91 91 点

91.5 以上92.5 未満 看護職員処遇改善評価料 92 92 点

92.5 以上93.5 未満 看護職員処遇改善評価料 93 93 点

93.5 以上94.5 未満 看護職員処遇改善評価料 94 94 点

94.5 以上95.5 未満 看護職員処遇改善評価料 95 95 点

95.5 以上96.5 未満 看護職員処遇改善評価料 96 96 点

96.5 以上97.5 未満 看護職員処遇改善評価料 97 97 点

97.5 以上98.5 未満 看護職員処遇改善評価料 98 98 点

98.5 以上99.5 未満 看護職員処遇改善評価料 99 99 点

99.5 以上100.5 未満 看護職員処遇改善評価料 100 100 点

100.5 以上 101.5 未満 看護職員処遇改善評価料 101 101 点

101.5 以上 102.5 未満 看護職員処遇改善評価料 102 102 点

102.5 以上 103.5 未満 看護職員処遇改善評価料 103 103 点

103.5 以上 104.5 未満 看護職員処遇改善評価料 104 104 点

104.5 以上 105.5 未満 看護職員処遇改善評価料 105 105 点

105.5 以上 106.5 未満 看護職員処遇改善評価料 106 106 点

106.5 以上 107.5 未満 看護職員処遇改善評価料 107 107 点

107.5 以上 108.5 未満 看護職員処遇改善評価料 108 108 点

108.5 以上 109.5 未満 看護職員処遇改善評価料 109 109 点

109.5 以上 110.5 未満 看護職員処遇改善評価料 110 110 点

110.5 以上 111.5 未満 看護職員処遇改善評価料 111 111 点

111.5 以上 112.5 未満 看護職員処遇改善評価料 112 112 点

112.5 以上 113.5 未満 看護職員処遇改善評価料 113 113 点

113.5 以上 114.5 未満 看護職員処遇改善評価料 114 114 点

114.5 以上 115.5 未満 看護職員処遇改善評価料 115 115 点

115.5 以上 116.5 未満 看護職員処遇改善評価料 116 116 点
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116.5 以上 117.5 未満 看護職員処遇改善評価料 117 117 点

117.5 以上 118.5 未満 看護職員処遇改善評価料 118 118 点

118.5 以上 119.5 未満 看護職員処遇改善評価料 119 119 点

119.5 以上 120.5 未満 看護職員処遇改善評価料 120 120 点

120.5 以上 121.5 未満 看護職員処遇改善評価料 121 121 点

121.5 以上 122.5 未満 看護職員処遇改善評価料 122 122 点

122.5 以上 123.5 未満 看護職員処遇改善評価料 123 123 点

123.5 以上 124.5 未満 看護職員処遇改善評価料 124 124 点

124.5 以上 125.5 未満 看護職員処遇改善評価料 125 125 点

125.5 以上 126.5 未満 看護職員処遇改善評価料 126 126 点

126.5 以上 127.5 未満 看護職員処遇改善評価料 127 127 点

127.5 以上 128.5 未満 看護職員処遇改善評価料 128 128 点

128.5 以上 129.5 未満 看護職員処遇改善評価料 129 129 点

129.5 以上 130.5 未満 看護職員処遇改善評価料 130 130 点

130.5 以上 131.5 未満 看護職員処遇改善評価料 131 131 点

131.5 以上 132.5 未満 看護職員処遇改善評価料 132 132 点

132.5 以上 133.5 未満 看護職員処遇改善評価料 133 133 点

133.5 以上 134.5 未満 看護職員処遇改善評価料 134 134 点

134.5 以上 135.5 未満 看護職員処遇改善評価料 135 135 点

135.5 以上 136.5 未満 看護職員処遇改善評価料 136 136 点

136.5 以上 137.5 未満 看護職員処遇改善評価料 137 137 点

137.5 以上 138.5 未満 看護職員処遇改善評価料 138 138 点

138.5 以上 139.5 未満 看護職員処遇改善評価料 139 139 点

139.5 以上 140.5 未満 看護職員処遇改善評価料 140 140 点

140.5 以上 141.5 未満 看護職員処遇改善評価料 141 141 点

141.5 以上 142.5 未満 看護職員処遇改善評価料 142 142 点

142.5 以上 143.5 未満 看護職員処遇改善評価料 143 143 点

143.5 以上 144.5 未満 看護職員処遇改善評価料 144 144 点

144.5 以上 147.5 未満 看護職員処遇改善評価料 145 145 点

147.5 以上 155.0 未満 看護職員処遇改善評価料 146 150 点

155.0 以上 165.0 未満 看護職員処遇改善評価料 147 160 点

165.0 以上 175.0 未満 看護職員処遇改善評価料 148 170 点

175.0 以上 185.0 未満 看護職員処遇改善評価料 149 180 点

185.0 以上 195.0 未満 看護職員処遇改善評価料 150 190 点

195.0 以上 205.0 未満 看護職員処遇改善評価料 151 200 点

205.0 以上 215.0 未満 看護職員処遇改善評価料 152 210 点

215.0 以上 225.0 未満 看護職員処遇改善評価料 153 220 点

225.0 以上 235.0 未満 看護職員処遇改善評価料 154 230 点

235.0 以上 245.0 未満 看護職員処遇改善評価料 155 240 点
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245.0 以上 255.0 未満 看護職員処遇改善評価料 156 250 点

255.0 以上 265.0 未満 看護職員処遇改善評価料 157 260 点

265.0 以上 275.0 未満 看護職員処遇改善評価料 158 270 点

275.0 以上 285.0 未満 看護職員処遇改善評価料 159 280 点

285.0 以上 295.0 未満 看護職員処遇改善評価料 160 290 点

295.0 以上 305.0 未満 看護職員処遇改善評価料 161 300 点

305.0 以上 315.0 未満 看護職員処遇改善評価料 162 310 点

315.0 以上 325.0 未満 看護職員処遇改善評価料 163 320 点

325.0 以上 335.0 未満 看護職員処遇改善評価料 164 330 点

335.0 以上 看護職員処遇改善評価料 165 340 点

別表３

算出を行う月 算出の際に用いる「看護職員等

の数」及び「延べ入院患者数」

の対象となる期間

算出した【Ａ】に基づき届け

出た区分に従って算定を開始

する月

３月 前年 12 月～２月 ４月

６月 ３～５月 ７月

９月 ６～８月 10 月

12 月 ９～11 月 翌年１月
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